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令和３年度 

菊川市放課後児童クラブ募集要項 

  

この案内には、菊川市放課後児童クラブの利用に関する手続き、必要書類等について記載してい

ますので、内容をよく読んで申請してください。 

 

【募集の概要】 

令和３年４月１日～令和４年３月３１日の利用を希望する方 

※利用期間は１年単位です。進級により継続利用を希望する場合も申込みが必要です。 

◎受付期間（厳守） 

 令和２年１１月２日（月）～１１月１３日（金）土、日、祝日は除く 

◎受付場所・時間 

 ①菊川市こども政策課（プラザけやき 菊川市半済） 

  平日：午前８時１５分～午後５時 ※期間中の水曜日は午後７時まで 

 ②各放課後児童クラブ  開所時間内 

※令和２年度利用している方のみ。初めて申し込む方はこども政策課でお申込みください。 

 

◎持ち物・・・提出書類 

印鑑 ※訂正があった場合に必要です。 

   

 

 

 

 

 

問合せ先 

菊川市 こども政策課 幼保こども園係 

〒439-0019 菊川市半済 1865 番地（プラザけやき） 

電話 0537-37-1131 
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１１  放放課課後後児児童童ククララブブのの概概要要                                                

菊川市放課後児童クラブ（以下「児童クラブ」という。）は、就労等により放課後等に保護者が家庭にいな

い児童を対象に、適切な遊びや生活の場を提供する事業です。 

（１）クラブ名と実施予定場所 

クラブ名 小学校区 実施場所 

小笠東小放課後児童クラブ 小笠東小 小学校校舎内 

小笠南小放課後児童クラブ 小笠南小 小学校校舎内 

小笠北小放課後児童クラブ 小笠北小 小学校校舎内 

六郷小放課後児童クラブ 六郷小 小学校校舎内 

内田小放課後児童クラブ 内田小 小学校校舎内及び内田保育園跡地 

横地小放課後児童クラブ 横地小 小学校校舎内 

加茂小放課後児童クラブ 加茂小 小学校隣接地専用施設 

堀之内小放課後児童クラブ 堀之内小 小学校敷地内専用施設 

河城小放課後児童クラブ 河城小 小学校敷地内専用施設 

 

（２）開所日・時間 

 開所日 開所時間 休日 

学期中 月曜～金曜 下校時 ～18：00 土曜日、日曜日 

長期休業期間及び

祝日 

月曜～金曜 7：30～18：00 土曜日、日曜日、盆休み、年末

年始（12/29～1/3）、４月１日（土

日の場合は翌平日） 

※祝日は年間を通じて加茂小放課後児童クラブで実施します。 

※長期休業期間は小学校により異なります。 

 

（３）利用料 

○通年利用：月額 6,000円 

○祝日利用：月額 1,000円を加算 

 ※祝日がない月についても 1,000円を加算します。 

 ※保護者が祝日休み、又は兄弟が保育所に入所している場合、祝日利用はできません。 

○長期休業のみ利用：夏休み 9,000円、冬休み 3,000円、春休み 3,000円 

 ※春休みについては、令和３年４月、令和４年３月の利用分になります。 

○おやつ代：月額１,000円  

※長期休業のみの利用でもおやつ代がかかります。 

○市民税非課税のひとり親世帯は、減免の対象になります。利用決定後、減免申請書を配布しますのでこど 

も政策課まで提出してください。 
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（４）保険について 

 「一般財団法人 児童健全育成推進財団 児童クラブ共済制度」 

 入所児童について、市の負担で加入します。 

 

２２  利利用用ににつついいててのの注注意意事事項項  

○利用ができる児童クラブは児童が在学する小学校の児童クラブとなります。 

○集団生活ですので、きまりを守れない場合や、他の子どもへの暴力行為がある場合は退所となることがあ

ります。ご理解ください。 

○日本語が話せない方は、通訳や日本語を話せる方の同行をお願いすることがあります。 

○クラブへの送迎は保護者、家族が行います。開所時間内に必ずお迎えにきてください。また、中学生以下

の兄弟によるお迎えはできません。 

○家族がお休みの日は、児童クラブは利用できません。家庭で過ごす時間を大切にしてください。 

○利用期間中の一時的な利用中止は、原則認められません。病気等やむを得ない場合は事前に必ず申し出て

ください。2 ヶ月以上利用を中止する場合は退所となります。 

○お子さんの具合が悪くなった場合は連絡しますので、必ずお迎えをお願いします。 

○利用希望者がいない場合、自然災害や感染症の集団発生等で学校が朝から休校、又は日程を短縮して下校

する場合は、閉所や開所時間を短縮することがあります。 

○利用料を２ヶ月以上滞納した場合は退所となります。 

○育児休業中の方は、復職日から児童クラブの利用が可能となりますが、月途中からの利用であっても月額

の利用料がかかります。 

○児童が故意に児童クラブの施設や物品を破損した場合は弁償していただきます。 

 

３３  入入所所のの基基準準    

下記のいずれにも該当すること。 

①菊川市立の小学校に在学する１～６年生の児童。 

②保護者が保育を必要とする事由のいずれかに該当すること。 

※Ｐ４“保育を必要とする事由”参照のこと。 

③同居及び同一自治会に祖父母等が在住の場合は、それぞれ 75 歳以上であること。なお、75 歳未満の場合

は就労、疾病等で保育ができない状態にあること。 

④保護者が児童クラブ利用料及び保育料等を滞納していないこと。 

 ※滞納が確認された場合、申請書類をお返しいたします。利用料を納めた上で再度お申込みいただくこと

は可能ですが、再度お申込みいただいた日が受付日となります。 

 

 

 

★児童クラブは、仕事等の理由でやむを得ず、放課後に子どもの世話をすることができない家庭を支援す

る事業です。“友達がいるから”“宿題をさせてくれるから”等の理由での申込みはできません。 
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【保育を必要とする事由】 

 保護者の状況 

就労 就業形態を問わずに就労している場合（児童クラブの開所時間中に勤務を要すること） 

妊娠・出産 
出産前後の期間で、保育を必要とする場合 

（出産予定月の前々月の初日から、出産後８週間経過した日の属する月の末日までの間） 

災害復旧 自然災害等により居宅を失ったりして、復旧に当っている場合。 

疾病等 保育に支障をきたす病気、ケガまたは障がいがある場合。 

看護・介護 親族を介護や看護する場合。 

就学 大学や職業能力開発校等に通学している場合。 

４４  申申請請書書類類  

 菊川市こども政策課にて配布しています。市ホームページからもダウンロードが可能です。（10月５日か

ら） 

①放課後児童クラブ申込書 

②家庭調査書 

③入所申請書類確認票 

④保育を必要とする証明書（保護者及び同居・同一自治会在住で 75 歳未満の祖父母分） 

※提出内容については、Ｐ５“保育を必要とする証明書”を参照のこと。 

 

【申請時の注意事項】 

○受付期間内に申込みされた方を優先します。受付期間後の申込みは、定員に空きがある場合のみ入所でき

ます。申込みをする場合は、利用希望日の１ヶ月前までにお申込みください。 

○提出書類に不備がある場合は受付できませんのでご注意ください。また申請書類に事実と異なる記載があ

った場合、入所をお断りすることがあります。 

○入所希望児童１名につき、「④保育を必要とする証明」以外は各１枚提出が必要となります。 

○75 歳未満の同居又は同一自治会在住の祖父母についても、必ず「④保育を必要とする証明」の提出が必

要となります。 

○75歳未満の同居する親族についても、必ず「④保育を必要とする証明」の提出が必要となります。 

○お子様の健康状態や障がい等心身の状態を理解することは保育をする上で大変重要です。障がいや食物ア

レルギーなど、特別な支援が必要な場合や気がかりなことがあれば、必ず「②家庭調査書」にその旨を記

載してください。 

○申請時と申込み内容や世帯状況等が変わった場合には、新しい申請書類の提出が必要となりますので申し

出てください。（入所後も同様です。） 
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【保育を必要とする証明書】 

保育を必要 

とする理由 
保育の必要性を確認する書類（証明書） 

家庭外労働 

（会社員等） 

就労証明書 

※就労先（就労内定先）にて記載・証明をお願いします 

家庭内労働 

（自営業等） 

自営業･農業等従事申告書 

＋ 自営･会社経営の証明書の写し（確定申告書１・２表、営業許可証等） 

妊娠・出産 母子健康手帳の写し 

災害復旧 罹災証明書 

疾病・障がい等 申立書 ＋ 医師の診断書若しくは障害者手帳等 

親族の介護等 申立書 ＋ 介護が必要となる証明書の写し（障害者手帳、医師の診断書等） 

就学 申立書 ＋ 在学証明書及びカリキュラム 

５５  入入所所ままででのの流流れれ  

１ 入所申込み 申請書及び提出書類をご準備の上、書類一式を申込み期間内（１１月２日～１１

月１３日）に提出してください。 

 

２ 利用調整 受付した書類をもとに、入所者の選考を行います。 

                

３ 利用結果の通知 決定通知書を１月下旬～２月中旬頃に郵送します。 

 

４入所決定 ３月上旬に入所説明会や

書類の提出等必要な手続

きを行います。 

 ５入所不承諾 定員超過により利用ができない場合で待

機を希望された方は、定員に空きが生じ

次第、優先順位に従い、順次利用決定の

通知をいたします。（電話連絡及び決定通

知を郵送します。） 

  

５ 入所開始 ４月から入所となります。 

【留意事項】 

○利用調整（入所者の選考）について 

提出書類をもとに入所審査、選考を行い、菊川市が入所者を決定します。入所定員に対し、定員を超える

申込みがある場合は、家庭状況を鑑み、優先順位を決定します。 

※入所希望者が多数のため、低学年であっても入所できない場合がありますので、あらかじめご承知くだ

さい。 

優先度 児童の学年 世帯の状況 保護者就労状況等 労働時間・日数 

高い 

↑ 

 

↓ 

低い 

低い 

 

高い 

両親がいない 

ひとり親 

保護者と児童のみ 

保育ができる親族が

近隣に在住等 

常勤就労者 

非常勤就労者 

就労内定者 

長い・多い 

 

短い・少ない 
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